
This month’s

N o t i c e
B o a r d

11 月月ののお知らせお知らせ掲示板掲示板
市からのお知らせや、新たな取り組みなどについて掲載します。

　スマートフォンなどに、市からのお知らせや連絡事項をショ
ートメッセージサービス(SMS)を使用して送信するシステム
を導入しました。
　送信元番号は各所属の電話番号、例えば「0848676195」
などです。ただし、
ソ フ ト バ ン ク 回 線
の携帯電話の場合は
「247296」と表示さ
れます。また一部機
種では表示が異なる
場合があります。

　「動画視聴の未払いがある」「有料サイトの使用料を支
払え」などの言葉は架空料金請求詐欺の常

じょうとうく
套句です。「現

金を送れ」「電子マネーを買え」などの案内は相手にしな
い、メッセージに記載された連絡先をインターネットで
検索するなど、正しい情報かどうかを確認してくださ
い。判断が難しい場合は、最寄りの警察などに相談を！

　子育て世帯の負担軽減･次世代育成支援の観点から、国民健
康保険税の所得割と均等割が免除される制度が令和6年1月か
ら始まります。

【免除期間】
単胎妊娠＝出産月(予定を含む)の前月から4カ月相当分
多胎妊娠＝出産月(予定を含む)の3カ月前から6カ月相当分

ショートメッセージサービス(SMS)による
市からのお知らせ･連絡を行います01

産前産後期間相当分の国民健康保険税が
免除されます02

国民健康保険に加入している皆さんへ
医療費の通知や還付に関するお知らせ03

■■問　保険医療課(■■TEL 0848-67-6050■■FAX 0848-64-2130)

　国保と介護保険で支払った金額の合計額が、自己負担限度額
を超えた場合、申請すると超えた額が支給されます。
【対象期間】令和4年8月1日～令和5年7月31日
■■対　令和5年7月末時点で国保に加入している人
※対象世帯には、令和6年2～3月ごろに案内文書を送付します。
※対象期間中に医療保険の種類が変わった人は、案内文書が届
かなくても支給対象になる場合があります。詳しくは保険医療
課へ問い合わせてください。

●医療費と介護保険サービス費の合計が高額になった
　ときは還付される場合があります

●SMSを利用した詐欺に注意！

※令和5年11月･12月受診分の医療費通知が届く前に、確
定申告で医療費控除を行う場合は、領収書などを利用して
ください。

●国保を使って支払った医療費の金額を
　お知らせします

お知らせする医療費の対象月 お届け時期

令和5年1月～10月受診分の医療費 令和6年2月上旬

令和5年11月･12月受診分の医療費 令和6年3月上旬

医療費通知のお届け時期

■■対　国民健康保険加入者で出産予定月(または出産月)が
令和5年11月以降の人
※妊娠85日以上の分

ぶんべん
娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶

を含む)が対象です。
※令和6年1月分以降の税が免除の対象です。
■■申　出産予定日の6カ月前から届出書(市■■HP に用意)と母子
健康手帳などの写しを市民課、または各支所へ

■■問　制度について：保険医療課(■■TEL 0848-67-6050)、保険税について：市民税課(■■TEL 0848-67-6030)

➡市■■HP 

■■問　デジタル化戦略課
(■■TEL 0848-67-6010■■FAX 0848-64-4985)

41とき　2ところ　3内容　4出演　5対象　7定員　8料金　9用意する物　A申し込み･先　B問い合わせ先　D電話番号　FFAX　Cホームページ　0メール

Recruiting
EVENT/STAFF/
STUDENT/etc.

みんなのみんなの 募 集募 集 情 報情 報
人材募集やイベントなど、皆さんの参加を待っています！

入札
募集 本郷南三･四丁目の土地を販売します

入札
募集 三太刀山墓園の墓地区画を貸し付けます

【申込期間】1月9日(火)～2月9日(金)
■■申　入札参加申請書と誓約書(いずれも提出先、市■■HPに用意)、
必要書類を土地区画整理課(本郷支所内)へ

■■所　三太刀山墓園　本郷都市計画事業東本通土地区画整理
事業施行区域内　71街区6画地(本郷南四丁目内)
【申込期間】1月9日(火)～2月9日(金)
【入札日】3月16日(土)予定※詳しくは、入札指名書で案内します。

※入札参加には最低売却価格の5％以上の
保証金が必要です。
※詳しくは、市■■HPで確認してください。

番号 街区番号･
画地番号 面積 最低売却価格

72 42街区5画地
各約182㎡(約55坪) 各8,314,000円

73 42街区6画地

74 42街区7画地 約297㎡(約89坪) 12,849,000円

75 42街区8画地 約167㎡(約50坪) 6,843,000円

76 49街区3画地 約259㎡(約78坪) 11,616,000円

82 78街区5画地 約199㎡(約60坪) 8,670,000円

【入札日】2月22日(木)※詳しくは、申込者に案内します。
■■問　土地区画整理課(■■TEL 0848-86-1115)

市■■HP➡

物件種類 面積 区画数 最低貸付価格

A区画 6.25平方メートル　
2.50メートル×2.50メートル 75区画 984,375円

B区画 4.00平方メートル　
2.00メートル×2.00メートル 27区画 630,000円

※入札参加には保証金が必要です。
※募集区画数は予告なく変
更する場合があります。
※契約は実際の応札額で締
結します。

対象の物件

対象の土地

■■申　入札参加申込書(提出先、市■■HPに用意)と本籍地の記載され
た住民票を土地区画整理課(本郷支所内)へ
■■問　土地区画整理課(■■TEL 0848-86-1115)

➡市■■HP
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職種 報酬 勤務日･時間 主な業務内容
★は自動車の運転を伴う。

応募資格
※令和6年3月末の取得見込みも含む。 定員 申し込み･

問い合わせ先

事務補助員 日額
7,748円

週5日、
1日7時間

窓口業務･データ処理･書
類整理など

パソコン操作(ワード･エクセルな
ど)ができる人 若干名

職員課
(■■TEL 0848-67-6025)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳などを持っている人 若干名

保健指導員 時間額
1,592円

週20時間未満

高齢者の保健福祉に関す
る指導･相談 保健師または看護師免許を有する人

各1人 高齢者福祉課
(■■TEL 0848-67-6055)

補助看護師 時間額
1,431円

介護予防･受診対策･健診
補助など 看護師免許を有する人

補助看護師 時間額
1,431円 週20時間未満 乳幼児健診の計測業務など 看護師免許を有する人

各1人 こども安心課
(■■TEL 0848-67-6370)家庭児童

相談員
日額

7,821円
週5日、

1日6時間
家庭訪問、面談、各専門職と
連携した課題解決など(★) 普通自動車免許を有する人

補助保育士･
補助保育
教諭

月額
197,554円

週5日、
1日7時間45分

※土曜日勤務あり。

保育所、認定こども園での
保育業務

保育士資格を有する人、または保
育士資格と幼稚園教諭免許の両方
を有する人

7人

こども保育課
(■■TEL 0848-67-6042)

時間額
1,274円 週20時間未満 10人

保育補助員

日額
7,949円

週5日、1日7時間
※土曜日勤務あり。

－
各1人

時間額
1,135円

週20時間未満
補助
給食調理員

時間額
1,106円

給食の準備、調理室の片付
け、献立作成の補助 4人

児童館
嘱託員

日額
7,821円

週5日、1日6時間
※土･日･祝日勤務

あり。
行事の企画･運営、子どもの
健全育成など

保育士資格、教員免許を有する人、
または児童福祉分野での業務経験
が2年以上ある人

2人 子育て支援課
(■■TEL 0848-67-6079)

事務嘱託員 日額
7,821円

週5日、
1日6時間

マイナンバーに関する窓
口業務･データ処理･書類
整理など

パソコン操作(ワード･エクセルな
ど)ができる人 1人 市民課

(■■TEL 0848-67-6046)

人権相談員 日額
7,535円

週5日、
1日5時間

人権問題に関する相談･助
言、本郷人権文化センター
の事務補助

人権問題に認識と理解がある人、
または人権問題に関わる相談経験
が3年以上ある人

1人 人権推進課
(■■TEL 0848-67-6044)

補助清掃
作業員

日額
7,539円

週4日、
1日7時間 一般廃棄物の収集運搬作

業の補助 － 各1人 環境施設課
(■■TEL 0848-63-1210)時間額

1,076円 週20時間未満

給食調理
嘱託員

日額
9,205円

週5日、
1日7時間 認定こども園田野浦幼稚園

での学校給食の調理業務
調理師免許を有する人、または職
務としての調理経験がある人

1人
学校給食課
(■■TEL 0848-68-0149)時間額

1,314円 週20時間未満 4人

補助保育士

月額
197,554円

週5日、
1日7時間45分

※土曜日勤務あり。 認定こども園田野浦幼稚
園での保育業務 保育士資格を有する人

2人
教育振興課
(■■TEL 0848-67-6151)

時間額
1,274円 週20時間未満 2人

特別支援
介助員

日額
9,414円

週5日、
1日7時間

障害のある児童･生徒の学
校での介助･安全確保

障害者の介助や支援などの経験が
ある人 3人

学校教育課
(■■TEL 0848-67-6155)

青少年指導
相談員

日額
10,549円

週4日、
1日7時間

生徒指導上の諸問題に関
する相談活動や指導助言

小学校または中学校の教員免許
(栄養教諭を除く)を有する人 2人

学校ふれあ
い相談員

日額
6,518円

週4日、
1日5時間

児童･生徒の相談、不登校
児童･生徒への訪問指導

教員免許を有する人、または青少
年の指導･相談の経験がある人 1人

部活動
指導員

時間額
1,636円

週4日、平日2時間、
休日1日3時間　

週11時間
中学校での部活動指導･生
徒指導など

中学校教員免許または公認スポー
ツ指導者資格などを有し、20歳以
上で部活動または地域のスポー
ツ・文化活動の指導経験がある人

2人

学校安全
指導員

日額
10,549円

週3日、
1日7時間

児童･生徒への生徒指導、非
行防止に関する指導･助言

少年の非行防止、立ち直り支援に関
する職務経歴があると認められる人 1人

会計年度任用職員を募集します職員
募集

【受付期間】1月4日(木)～15日(月)
■■対 応募資格を満たす人(年齢･学歴は不問)
【選考方法】書類審査･面接など

※応募資格、募集要項、申込方法など、詳しくは各課･市■■HPで確
認してください。
【任用期間】令和6年4月1日～令和7年3月31日のうち各課で定める期間

～パブリックコメント～皆さんの意見を募集！！

※意見に対する個別の回答は行いません。提出された意見と市の考え方をまとめて、市■■HPなどで公表します。

専用提出フォーム、郵送、
ファクス、Eメール、持参

提出
方法5日(金) ～31日(水)募集

期間

市内在住･在勤･在学の人、
市内に事業所がある個人･法人

提出
できる人

情報公開コーナー(市役所本庁4階)、各支所、
本郷･久井･大和保健福祉センター、
中央･本郷･久井･大和図書館、市■■HP
(※１)のみ環境施設課(八坂町)にも設置します。

計画と
意見書(様式)の
設置場所

●概要
障害のある人が住み慣れた地域で生き生きとした生活が送れるよう、施策や障害福祉サービス
の円滑な実施と確保を定める計画
●提出先 障害者福祉課(市役所本庁1階)■■TEL 0848-67-6060■■FAX 0848-64-2130■■Mail　shogaishafu
kushi@city.mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

第7期障害者プラン

障害者福祉の
充実

●概要
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域の支え合いや助け合いによる

「地域共生社会」の実現をめざし、住民や関係団体、行政などが連携して地域福祉を包摂的に推
進するために定める計画
●提出先 社会福祉課(市役所本庁1階)■■TEL 0848-67-6058■■FAX 0848-64-2130■■Mail　fukushi@city.
mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

第４期地域福祉計画

地域福祉の
充実

●概要
高齢者が安心して生活を継続することができ、住み慣れた地域で、生きがいを持って健やかに
暮らせる環境づくりをめざすとともに、介護保険制度を円滑に運営するために定める計画
●提出先 高齢者福祉課(市役所本庁1階)■■TEL 0848-67-6055■■FAX 0848-64-2130■■Mail　kaigo@
city.mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

高齢者福祉の
充実

●概要
健康寿命の延伸に向けて市民の取り組みを推進するとともに、誰もが身体的･精神的･社会的に
健康になり、幸せを感じるまちづくりをめざすために定める計画
●提出先 保健福祉課(市役所本庁1階)■■TEL 0848-67-6053■■FAX 0848-64-2130■■Mail　sunsea@city.
mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

第２期健康・食育みはらプラン

健康づくり

●概要
し尿や浄化槽汚泥の収集運搬に係る手数料の改定
●提出先 環境施設課(〒723‐0061八坂町10227番地■■TEL 0848-62-4197■■FAX 0848-67-
6069■■Mail　kankyoshisetsu@city.mihara.hiroshima.jp)、または各支所へ

(※1)し尿等に係る液状一般廃棄物処理手数料の改定
し尿や浄化槽
汚泥の収集運
搬料金

皆さんのご意見を
お待ちしています！

●概要
公の施設の使用料について、受益者負担の原則に基づき、維持管理費や提供するサービスに見
合う適正な負担となるよう見直すため、基本的な考え方や算定方法などを定めた基本方針
●提出先 経営企画課(市役所本庁4階)■■TEL 0848-67-6280■■FAX 0848-64-7101 
■■Mail　keieikikaku@city.mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

受益者負担の適正化に関する基本方針
公の施設の
利用

市■■HP➡

➡市■■HP
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職種 報酬 勤務日･時間 主な業務内容
★は自動車の運転を伴う。

応募資格
※令和6年3月末の取得見込みも含む。 定員 申し込み･

問い合わせ先

事務補助員 日額
7,748円

週5日、
1日7時間

窓口業務･データ処理･書
類整理など

パソコン操作(ワード･エクセルな
ど)ができる人 若干名

職員課
(■■TEL 0848-67-6025)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳などを持っている人 若干名

保健指導員 時間額
1,592円

週20時間未満

高齢者の保健福祉に関す
る指導･相談 保健師または看護師免許を有する人

各1人 高齢者福祉課
(■■TEL 0848-67-6055)

補助看護師 時間額
1,431円

介護予防･受診対策･健診
補助など 看護師免許を有する人

補助看護師 時間額
1,431円 週20時間未満 乳幼児健診の計測業務など 看護師免許を有する人

各1人 こども安心課
(■■TEL 0848-67-6370)家庭児童

相談員
日額

7,821円
週5日、

1日6時間
家庭訪問、面談、各専門職と
連携した課題解決など(★) 普通自動車免許を有する人

補助保育士･
補助保育
教諭

月額
197,554円

週5日、
1日7時間45分

※土曜日勤務あり。

保育所、認定こども園での
保育業務

保育士資格を有する人、または保
育士資格と幼稚園教諭免許の両方
を有する人

7人

こども保育課
(■■TEL 0848-67-6042)

時間額
1,274円 週20時間未満 10人

保育補助員

日額
7,949円

週5日、1日7時間
※土曜日勤務あり。

－
各1人

時間額
1,135円

週20時間未満
補助
給食調理員

時間額
1,106円

給食の準備、調理室の片付
け、献立作成の補助 4人

児童館
嘱託員

日額
7,821円

週5日、1日6時間
※土･日･祝日勤務

あり。
行事の企画･運営、子どもの
健全育成など

保育士資格、教員免許を有する人、
または児童福祉分野での業務経験
が2年以上ある人

2人 子育て支援課
(■■TEL 0848-67-6079)

事務嘱託員 日額
7,821円

週5日、
1日6時間

マイナンバーに関する窓
口業務･データ処理･書類
整理など

パソコン操作(ワード･エクセルな
ど)ができる人 1人 市民課

(■■TEL 0848-67-6046)

人権相談員 日額
7,535円

週5日、
1日5時間

人権問題に関する相談･助
言、本郷人権文化センター
の事務補助

人権問題に認識と理解がある人、
または人権問題に関わる相談経験
が3年以上ある人

1人 人権推進課
(■■TEL 0848-67-6044)

補助清掃
作業員

日額
7,539円

週4日、
1日7時間 一般廃棄物の収集運搬作

業の補助 － 各1人 環境施設課
(■■TEL 0848-63-1210)時間額

1,076円 週20時間未満

給食調理
嘱託員

日額
9,205円

週5日、
1日7時間 認定こども園田野浦幼稚園

での学校給食の調理業務
調理師免許を有する人、または職
務としての調理経験がある人

1人
学校給食課
(■■TEL 0848-68-0149)時間額

1,314円 週20時間未満 4人

補助保育士

月額
197,554円

週5日、
1日7時間45分

※土曜日勤務あり。 認定こども園田野浦幼稚
園での保育業務 保育士資格を有する人

2人
教育振興課
(■■TEL 0848-67-6151)

時間額
1,274円 週20時間未満 2人

特別支援
介助員

日額
9,414円

週5日、
1日7時間

障害のある児童･生徒の学
校での介助･安全確保

障害者の介助や支援などの経験が
ある人 3人

学校教育課
(■■TEL 0848-67-6155)

青少年指導
相談員

日額
10,549円

週4日、
1日7時間

生徒指導上の諸問題に関
する相談活動や指導助言

小学校または中学校の教員免許
(栄養教諭を除く)を有する人 2人

学校ふれあ
い相談員

日額
6,518円

週4日、
1日5時間

児童･生徒の相談、不登校
児童･生徒への訪問指導

教員免許を有する人、または青少
年の指導･相談の経験がある人 1人

部活動
指導員

時間額
1,636円

週4日、平日2時間、
休日1日3時間　

週11時間
中学校での部活動指導･生
徒指導など

中学校教員免許または公認スポー
ツ指導者資格などを有し、20歳以
上で部活動または地域のスポー
ツ・文化活動の指導経験がある人

2人

学校安全
指導員

日額
10,549円

週3日、
1日7時間

児童･生徒への生徒指導、非
行防止に関する指導･助言

少年の非行防止、立ち直り支援に関
する職務経歴があると認められる人 1人

会計年度任用職員を募集します職員
募集

【受付期間】1月4日(木)～15日(月)
■■対 応募資格を満たす人(年齢･学歴は不問)
【選考方法】書類審査･面接など

※応募資格、募集要項、申込方法など、詳しくは各課･市■■HPで確
認してください。
【任用期間】令和6年4月1日～令和7年3月31日のうち各課で定める期間

～パブリックコメント～皆さんの意見を募集！！

※意見に対する個別の回答は行いません。提出された意見と市の考え方をまとめて、市■■HPなどで公表します。

専用提出フォーム、郵送、
ファクス、Eメール、持参

提出
方法5日(金) ～31日(水)募集

期間

市内在住･在勤･在学の人、
市内に事業所がある個人･法人

提出
できる人

情報公開コーナー(市役所本庁4階)、各支所、
本郷･久井･大和保健福祉センター、
中央･本郷･久井･大和図書館、市■■HP
(※１)のみ環境施設課(八坂町)にも設置します。

計画と
意見書(様式)の
設置場所

●概要
障害のある人が住み慣れた地域で生き生きとした生活が送れるよう、施策や障害福祉サービス
の円滑な実施と確保を定める計画
●提出先 障害者福祉課(市役所本庁1階)■■TEL 0848-67-6060■■FAX 0848-64-2130■■Mail　shogaishafu
kushi@city.mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

第7期障害者プラン

障害者福祉の
充実

●概要
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域の支え合いや助け合いによる

「地域共生社会」の実現をめざし、住民や関係団体、行政などが連携して地域福祉を包摂的に推
進するために定める計画
●提出先 社会福祉課(市役所本庁1階)■■TEL 0848-67-6058■■FAX 0848-64-2130■■Mail　fukushi@city.
mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

第４期地域福祉計画

地域福祉の
充実

●概要
高齢者が安心して生活を継続することができ、住み慣れた地域で、生きがいを持って健やかに
暮らせる環境づくりをめざすとともに、介護保険制度を円滑に運営するために定める計画
●提出先 高齢者福祉課(市役所本庁1階)■■TEL 0848-67-6055■■FAX 0848-64-2130■■Mail　kaigo@
city.mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

高齢者福祉の
充実

●概要
健康寿命の延伸に向けて市民の取り組みを推進するとともに、誰もが身体的･精神的･社会的に
健康になり、幸せを感じるまちづくりをめざすために定める計画
●提出先 保健福祉課(市役所本庁1階)■■TEL 0848-67-6053■■FAX 0848-64-2130■■Mail　sunsea@city.
mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

第２期健康・食育みはらプラン

健康づくり

●概要
し尿や浄化槽汚泥の収集運搬に係る手数料の改定
●提出先 環境施設課(〒723‐0061八坂町10227番地■■TEL 0848-62-4197■■FAX 0848-67-
6069■■Mail　kankyoshisetsu@city.mihara.hiroshima.jp)、または各支所へ

(※1)し尿等に係る液状一般廃棄物処理手数料の改定
し尿や浄化槽
汚泥の収集運
搬料金

皆さんのご意見を
お待ちしています！

●概要
公の施設の使用料について、受益者負担の原則に基づき、維持管理費や提供するサービスに見
合う適正な負担となるよう見直すため、基本的な考え方や算定方法などを定めた基本方針
●提出先 経営企画課(市役所本庁4階)■■TEL 0848-67-6280■■FAX 0848-64-7101 
■■Mail　keieikikaku@city.mihara.hiroshima.jp、または各支所へ

受益者負担の適正化に関する基本方針
公の施設の
利用

市■■HP➡

➡市■■HP
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くらしの無料相談窓口
相談の種類 とき ところ 申し込み･問い合わせ先

心配ごと相談

毎週金曜日
13時～16時

サン･シープラザ4階 社会福祉協議会･各地域センター
■■TEL 0848-63-0570

11日(木)･25日(木) 本郷保健福祉センター ■■TEL 0848-86-3607
10日(水)･24日(水)

9時～12時
久井保健福祉センター ■■TEL 0847-32-7101

5日(金)、2月2日(金) 大和保健福祉センター ■■TEL 0847-34-1214
19日(金) 大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

児童虐待通告窓口 毎日 24時間 【電話相談】こども安心課　■■TEL 0848-67-6088
弁護士法律相談
※要予約。

19日(金)
※受付は5日(金)8時30分から。 13時～16時 中央公民館 生活環境課 

■■TEL 0848-67-6179

消費生活相談 1～3日･8日を除く毎週月～金曜日 9時～12時、
13時～16時

市役所本庁3階
※電話相談も可。 消費生活センター

■■TEL 0848-67-6410消費生活巡回相談
※要予約。 12日(金)･19日(金)･26日(金) 14時～16時 本郷･久井･大和支所

障害者なんでも相談
※要予約。

22日(月) 14時～16時 本郷保健福祉センター 地域生活支援センターさ･ポート
■■TEL 0848-62-1736
■■FAX 0848-62-1737

24日(水)
10時～12時

久井保健福祉センター
5日(金)、2月2日(金) 大和保健福祉センター

自立サポート相談 1～3日･8日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 サン･シープラザ4階 自立相談支援センターみはら
■■TEL 0848-67-4568

家庭児童相談 1～3日･8日を除く毎週月～金曜日 9時～17時 市役所本庁2階 家庭児童相談
■■TEL 0848-61-0121

不登校などに関する
悩み相談 1～3日･8日を除く毎週月～金曜日 9時～16時30分 リージョンプラザ2階

※電話相談も可。
三原ふれあい相談室
■■TEL 0848-64-7201

学校生活の悩み･
体罰などの相談 1～3日･8日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 【電話相談】三原子どもサポートダイヤル　■■TEL 0848-67-6173

※時間外は留守番電話で対応。

人権相談

11日(木) 13時～16時　 サン･シープラザ4階 人権推進課
■■TEL 0848-67-6044

1～3日･8日を除く毎週月～金曜日
10時～16時　

市役所本庁3階
人権文化センター ■■TEL 0848-66-1111
本郷人権文化センター ■■TEL 0848-86-3333
大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

8時30分～17時15分 【電話相談】法務局常設電話相談所　■■TEL 0570-003-110
女性相談
(ＤＶや家庭不和など) 1～3日･8日を除く毎週月～金曜日 9時30分～16時 市役所本庁2階

※電話相談も可。
女性相談室
■■TEL 0848-61-0122

行政相談 15日(月) 13時～16時
サン･シープラザ4階 社会福祉協議会

■■TEL 0848‐63‐0570不動産相談 5日(金)･19日(金)、2月2日(金) 10時～15時
戦没者遺族相談 18日(木)、2月1日(木) 13時～16時

参加者
募集 空き家専門家相談会 空き家なんでも相談会参加者

募集

　空き家の管理や利活用、除却などについて、市と司法
書士や建築士、土地家屋調査士などの専門家による無料
相談会を対面で開催します。
■■時　28日(日)13時～17時、29日(月)13時～16時
■■所　市役所本庁舎
■■対　市内で空き家を所有･管理する人、空き家の所有者と
なる見込みのある人
■■定　14組
■■申　各開催日の2日前までに申込フォーム、または建築課
(■■TEL 0848-67-6187)へ

　空き家に関する悩みごとなどを気軽に相談できる無
料相談会を対面またはオンラインで開催します。
■■時　①15日(月)9時～17時②17日(水)15時～20時
■■所　市役所本庁舎またはオンライン
【相談員】
地域おこし協力隊(空き家コンサルタント)四方 諒さん、
建築課、地域企画課
■■対　市内で空き家を所有･管理する人、空き家の所有者と
なる見込みのある人
■■定　12組
■■申　①11日(木)②15日(月)までに申込フォー
ム、または地域企画課(■■TEL 0848-67-6011)へ

申込フォーム➡　　　 申込フォーム➡　　　
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